
承認第１０号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと 

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和元年５月１７日提出 

 

木津川市長 河井 規子 



専決処分書 

 

議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

  平成３１年３月２９日 

 

木津川市長 河井 規子 

 

記 

 

 平成３０年度木津川市水道事業会計補正予算第３号について 



 

 

 

平成３０年度  

 

 

 

 

水道事業会計補正予算第３号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府木津川市  
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平成３０年度木津川市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

第１条 平成３０年度木津川市水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 平成３０年度木津川市水道事業会計予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３０６,３８５千円は、過年度

分損益勘定留保資金で補てんするものとする。） 

   （科目） （既決予定額）  （補正予定額）  （計）    

 （ 収    入 ）      

第１款 資本的収入 ２０１,５７６千円 １０,３９５千円 ２１１,９７１千円 

 第１項 加入金 １０４,０３６千円 ２２,０５３千円 １２６,０８９千円 

 第２項 工事負担金 ２５,７４７千円 △４,８５２千円 ２０,８９５千円 

 第３項 出資金 ５３,５７７千円 △６,８０６千円 ４６,７７１千円 

 （ 支    出 ）      

第１款 資本的支出 ５７０,２１９千円 △５１,８６３千円 ５１８,３５６千円 

 第１項 建設改良費 ４５９,９５７千円 △５１,８６３千円 ４０８,０９４千円 

 

 

  平成３１年３月２９日専決 

  

木津川市長 河井 規子      




